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(57)【要約】
　
【課題】　穿刺術をより簡便かつ安全に実施すること。
【解決手段】　超音波診断装置は、超音波プローブ、解
析部、及び表示制御部を備える。超音波プローブは、被
検体の体表に押し当てられ、前記被検体内のスキャン領
域について超音波スキャンを実行する。解析部は、前記
超音波スキャンの結果のうち、前記スキャン領域の中央
部分に対応する一部を解析することで、前記中央部分に
含まれる血管と前記体表との間の距離を計算する。表示
制御部は、前記距離及び前記距離に基づく数値のうち少
なくともいずれかを、表示部に表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の体表に押し当てられ、前記被検体内のスキャン領域について超音波スキャンを
実行する超音波プローブと、
　前記超音波スキャンの結果のうち、前記スキャン領域の中央部分に対応する一部を解析
することで、前記中央部分に含まれる血管と前記体表との間の距離を計算する解析部と、
　前記距離及び前記距離に基づく数値のうち少なくともいずれかを、表示部に表示させる
表示制御部と、
を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　前記超音波スキャンは、前記スキャン領域のＢモード画像データを取得するための第１
スキャンと、前記スキャン領域に含まれる関心領域のドプラ画像データを取得するための
第２スキャンを含み、
　前記解析部は、前記第１スキャン又は前記第２スキャンの結果のうち、前記中央部分に
対応する一部を解析することで、前記距離を計算する、
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記超音波スキャンは、前記スキャン領域のＢモード画像データを取得するためのスキ
ャンを含み、
　前記解析部は、前記スキャンの結果のうち、前記中央部分に対応する一部を解析するこ
とで前記距離を計算する、
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記数値は、前記距離に√２を乗算して得られる数値である、請求項１乃至３のいずれ
かに記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記スキャン領域の中央部分に血管が含まれていない場合、前記距
離及び前記距離に基づく数値を前記表示部に表示させない、請求項１乃至４のいずれかに
記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記中央部分に含まれる血管と前記体表とをつなぐ計測ラインを前
記表示部に表示させる、請求項１乃至４のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記スキャン領域の中央部分に血管が含まれていない場合、前記距
離、前記距離に基づく数値、及び前記計測ラインを前記表示部に表示させない、請求項６
に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　超音波プローブにより実行される被検体についての超音波スキャンの結果のうち、前記
超音波スキャンのスキャン領域の中央部分に対応する一部を解析することで、前記中央部
分に含まれる血管と、前記被検体の体表との間の距離を計算する処理と、
　前記距離及び前記距離に基づく数値のうち少なくともいずれかを、表示部に表示させる
処理と
をプロセッサに実行させる穿刺支援プログラム。
【請求項９】
　前記超音波スキャンは、前記スキャン領域のＢモード画像データを取得するための第１
スキャンと、前記スキャン領域に含まれる関心領域のドプラ画像データを取得するための
第２スキャンを含み、
　前記血管と前記体表との間の距離は、前記第１スキャン又は前記第２スキャンの結果の
うち、前記中央部分に対応する一部を解析することで計算される、
請求項８に記載の穿刺支援プログラム。
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【請求項１０】
　前記超音波スキャンは、前記スキャン領域のＢモード画像データを取得するためのスキ
ャンを含み、
　前記血管と前記体表との間の距離は、前記スキャンの結果のうち、前記中央部分に対応
する一部を解析することで計算される、
請求項８に記載の穿刺支援プログラム。
【請求項１１】
　前記数値は、前記距離に√２を乗算して得られる数値である、請求項８乃至１０のいず
れかに記載の穿刺支援プログラム。
【請求項１２】
　前記スキャン領域の中央部分に血管が含まれていない場合、前記距離及び前記距離に基
づく数値を前記表示部に表示させない処理をプロセッサにさらに実行させる、請求項８乃
至１１のいずれかに記載の穿刺支援プログラム。
【請求項１３】
　前記中央部分に含まれる血管と前記体表とをつなぐ計測ラインを前記表示部に表示させ
る処理をプロセッサにさらに実行させる、請求項８乃至１１のいずれかに記載の穿刺支援
プログラム。
【請求項１４】
　前記スキャン領域の中央部分に血管が含まれていない場合、前記距離、前記距離に基づ
く数値、及び前記計測ラインを前記表示部に表示させない処理をプロセッサにさらに実行
させる、請求項１３に記載の穿刺支援プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置及び穿刺支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、複数の超音波振動子が配列された超音波プローブにより被検体に対
して超音波を放射し、放射した超音波の反射波を超音波プローブにより受信することで、
超音波画像を生成する。
【０００３】
　近年、術中の安全を確保するため、中心静脈穿刺において超音波診断装置が用いられる
ようになっている。超音波ガイド下の中心静脈穿刺では、例えば、ターゲットとなる血管
の短軸像を参照し、超音波プローブから血管までの距離を取得する。そして、被検体の体
表において、取得した距離と同一距離だけ超音波プローブから離れた位置に、血管の走行
に沿って皮膚に対して４５度の角度で穿刺針を刺すことで、狙った血管を穿刺する。
【０００４】
　しかしながら、超音波ガイド下の中心静脈穿刺では、超音波プローブの中心と、ターゲ
ットとなる血管とがずれる場合等がある。このような場合、画像から血管の位置を見誤っ
て針が血管に入らなかったり、画像から血管の深さを見誤って針を深く刺しすぎてしまっ
たり、という手技の失敗が有り得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１８－０２３６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　発明が解決しようとする課題は、穿刺術をより簡便かつ安全に実施することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　実施形態によれば、超音波診断装置は、超音波プローブ、解析部、及び表示制御部を備
える。超音波プローブは、被検体の体表に押し当てられ、前記被検体内のスキャン領域に
ついて超音波スキャンを実行する。解析部は、前記超音波スキャンの結果のうち、前記ス
キャン領域の中央部分に対応する一部を解析することで、前記中央部分に含まれる血管と
前記体表との間の距離を計算する。表示制御部は、前記距離及び前記距離に基づく数値の
うち少なくともいずれかを、表示部に表示させる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、図１に示される処理回路が穿刺を支援するための画像を表示する際の動
作を表すフローチャートである。
【図３】図３は、ＲＯＩ内の血管のドプラデータを取得する処理を表す図である。
【図４】図４は、ＲＯＩ内の血管について取得したドプラデータに基づき血管中心までの
距離を算出する処理を表す図である。
【図５】図５は、図１に示される表示機器に表示される断層画像を表す図である。
【図６】図６は、図５に示される血管について取得したドプラデータに基づき血管中心ま
での距離を算出する処理を表す図である。
【図７】図７は、図１に示される表示機器に表示されるＢモードの短軸画像を表す図であ
る。
【図８】図８は、図７に示される血管について取得したＢモードデータに基づき血管中心
までの距離を算出する処理を表す図である。
【図９】図９は、図１に示される表示機器４０に表示される断層画像を表す図である。
【図１０】図１０は、ドプラ画像を合成しない場合の表示機器の表示を表す図である。
【図１１】図１１は、計測値と共に穿刺針長が表示される場合の表示機器の表示を表す図
である。
【図１２】図１２は、穿刺針長の算出例を表す図である。
【図１３】図１３は、穿刺針長のその他の算出例を表す図である。
【図１４】図１４は、穿刺針長のその他の算出例を表す図である。
【図１５】図１５は、バイプレーンモードにおける表示機器の表示を表す図である。
【図１６】図１６は、補正前のプレーンＢにおける断面画像を表す図である。
【図１７】図１７は、補正後のプレーンＢにおける断面画像を表す図である。
【図１８】図１８は、針先周囲のドプラ画像のカラー表示が排除された場合の表示を表す
図である。
【図１９】図１９は、第２の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２０】図２０は、図１９に示される支援画像生成機能により生成される支援画像を表
す図である。
【図２１】図２１は、図１９に示される支援画像生成機能により生成される支援画像のそ
の他の例を表す図である。
【図２２】図２２は、針先の位置を中心とした所定範囲のドプラ画像のカラー表示が排除
された場合の表示を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１０】
　（第１の実施形態）　
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成例を示すブロック図である。図
１に示されるように、超音波診断装置１は、装置本体１０、及び超音波プローブ２０を備
える。装置本体１０は、ネットワーク１００を介して外部装置３０と接続される。また、
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装置本体１０は、表示機器４０及び入力装置５０と接続される。
【００１１】
　超音波プローブ２０は、例えば、装置本体１０からの制御に従い、生体Ｐ内のスキャン
領域について超音波スキャンを実行する。超音波プローブ２０は、例えば、複数の圧電振
動子、圧電振動子に設けられる整合層、及び圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止
するバッキング材等を有する。本実施形態においては、超音波プローブ２０は、例えば、
複数の超音波振動子が所定の方向に沿って配列された一次元アレイリニアプローブである
。超音波プローブ２０は、装置本体１０と着脱自在に接続される。超音波プローブ２０に
は、オフセット処理、及び超音波画像のフリーズ等の際に押下されるボタンが配置されて
もよい。
【００１２】
　複数の圧電振動子は、装置本体１０が有する超音波送信回路１１から供給される駆動信
号に基づき超音波を発生する。これにより、超音波プローブ２０から生体Ｐへ超音波が送
信される。超音波プローブ２０から生体Ｐへ超音波が送信されると、送信された超音波は
、生体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信
号として複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信号の振幅は、超音波が反
射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。また、送信された超音波
パルスが、移動している血流又は心臓壁等の表面で反射された場合の反射波信号は、ドプ
ラ効果により、移動体の超音波送信方向の速度成分に依存して、周波数偏移を受ける。超
音波プローブ２０は、生体Ｐからの反射波信号を受信して電気信号に変換する。
【００１３】
　なお、図１においては、撮影に用いられる超音波プローブ２０と装置本体１０との接続
関係のみを例示している。しかしながら、装置本体１０には、複数の超音波プローブを接
続することが可能である。接続された複数の超音波プローブのうちいずれを撮影に使用す
るかは、切り替え操作によって任意に選択することができる。
【００１４】
　図１に示される装置本体１０は、超音波プローブ２０により受信された反射波信号に基
づいて超音波画像を生成する装置である。装置本体１０は、図１に示されるように、超音
波送信回路１１、超音波受信回路１２、内部記憶回路１３、画像メモリ１４（シネメモリ
）、入力インタフェース１５、通信インタフェース１６、及び処理回路１７を有する。
【００１５】
　超音波送信回路１１は、超音波プローブ２０に駆動信号を供給するプロセッサである。
超音波送信回路１１は、例えば、トリガ発生回路、遅延回路、及びパルサ回路等により実
現される。トリガ発生回路は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成するためのレー
トパルスを繰り返し発生する。遅延回路は、超音波プローブ２０から発生される超音波を
ビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電振動子毎の遅延時間を、トリ
ガ発生回路が発生する各レートパルスに対し与える。パルサ回路は、レートパルスに基づ
くタイミングで、超音波プローブ２０に設けられる複数の超音波振動子へ駆動信号（駆動
パルス）を印加する。遅延回路により各レートパルスに対し与える遅延時間を変化させる
ことで、圧電振動子面からの送信方向が任意に調整可能となる。
【００１６】
　超音波受信回路１２は、超音波プローブ２０が受信した反射波信号に対して各種処理を
施し、受信信号を生成するプロセッサである。超音波受信回路１２は、例えば、アンプ回
路、Ａ／Ｄ変換器、受信遅延回路、及び加算器等により実現される。アンプ回路は、超音
波プローブ２０が受信した反射波信号をチャンネル毎に増幅してゲイン補正処理を行う。
Ａ／Ｄ変換器は、ゲイン補正された反射波信号をデジタル信号に変換する。受信遅延回路
は、デジタル信号に受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与える。加算器は、遅延
時間が与えられた複数のデジタル信号を加算する。加算器の加算処理により、受信指向性
に応じた方向からの反射成分が強調された受信信号が発生する。
【００１７】
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　内部記憶回路１３は、例えば、磁気的若しくは光学的記録媒体、又は半導体メモリ等の
プロセッサにより読み取り可能な記録媒体等を有する。内部記憶回路１３は、超音波送受
信を実現するためのプログラム、及び穿刺を支援するためのプログラム等を記憶している
。また、内部記憶回路１３は、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロ
トコル、送信条件、受信条件、信号処理条件、画像生成条件、画像処理条件、ボディマー
ク生成プログラム、表示条件、及び映像化に用いるカラーデータの範囲を診断部位毎に予
め設定する変換テーブル等の各種データを記憶している。なお、上記プログラム、及び各
種データは、例えば、内部記憶回路１３に予め記憶されていてもよい。また、例えば、非
一過性の記憶媒体に記憶されて配布され、非一過性の記憶媒体から読み出されて内部記憶
回路１３にインストールされてもよい。
【００１８】
　また、内部記憶回路１３は、入力インタフェース１５を介して入力される記憶操作に従
い、処理回路１７で発生される２次元Ｂモード画像データ、及び２次元ドプラ画像データ
等を記憶する。内部記憶回路１３は、記憶しているデータを、通信インタフェース１６を
介して外部装置３０へ転送することも可能である。
【００１９】
　なお、内部記憶回路１３は、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、ＤＶＤドライブ、及びフラッシュ
メモリ等の可搬性記憶媒体との間で種々の情報を読み書きする駆動装置等であってもよい
。内部記憶回路１３は、記憶しているデータを可搬性記憶媒体へ書き込み、可搬性記憶媒
体を介してデータを外部装置３０に記憶させることも可能である。
【００２０】
　画像メモリ１４は、例えば、磁気的若しくは光学的記録媒体、又は半導体メモリ等のプ
ロセッサにより読み取り可能な記録媒体等を有する。画像メモリ１４は、入力インタフェ
ース１５を介して入力されるフリーズ操作直前の複数フレームに対応する画像データを保
存する。画像メモリ１４に記憶されている画像データは、例えば、連続表示（シネ表示）
される。
【００２１】
　内部記憶回路１３及び画像メモリ１４は、必ずしもそれぞれが独立した記憶装置により
実現される訳ではない。内部記憶回路１３及び画像メモリ１４は単一の記憶装置により実
現されても構わない。また、内部記憶回路１３及び画像メモリ１４は、それぞれが複数の
記憶装置により実現されても構わない。
【００２２】
　入力インタフェース１５は、入力装置５０を介し、操作者からの各種指示を受け付ける
。入力装置５０は、例えば、マウス、キーボード、パネルスイッチ、スライダースイッチ
、トラックボール、ロータリーエンコーダ、操作パネル、及びタッチコマンドスクリーン
（ＴＣＳ）である。入力インタフェース１５は、例えばバスを介して処理回路１７に接続
され、操作者から入力される操作指示を電気信号へ変換し、電気信号を処理回路１７へ出
力する。なお、本実施形態において入力インタフェース１５は、マウス及びキーボード等
の物理的な操作部品と接続するものだけに限られない。例えば、超音波診断装置１とは別
体に設けられた外部の入力機器から入力される操作指示に対応する電気信号を受け取り、
この電気信号を処理回路１７へ出力する回路も入力インタフェース１５の例に含まれる。
【００２３】
　通信インタフェース１６は、ネットワーク１００等を介して外部装置３０と接続され、
外部装置３０との間でデータ通信を行う。外部装置３０は、例えば、各種の医用画像のデ
ータを管理するシステムであるＰＡＣＳ（Picture Archiving and Communication System
）、医用画像が添付された電子カルテを管理する電子カルテシステム等のデータベースで
ある。なお、外部装置３０との通信の規格は、如何なる規格であってもよいが、例えば、
ＤＩＣＯＭ（digital imaging and communication in medicine）が挙げられる。
【００２４】
　処理回路１７は、例えば、超音波診断装置１の中枢として機能するプロセッサである。
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処理回路１７は、内部記憶回路１３に記憶されているプログラムを実行することで、当該
プログラムに対応する機能を実現する。処理回路１７は、例えば、Ｂモード処理機能１７
１、ドプラ処理機能１７２、解析機能１７３、画像生成機能１７４、画像処理機能１７５
、表示制御機能１７６、及びシステム制御機能１７７を有する。
【００２５】
　Ｂモード処理機能１７１は、超音波受信回路１２から受け取った受信信号に基づき、Ｂ
モードデータを生成する機能である。具体的には、Ｂモード処理機能１７１において処理
回路１７は、例えば、超音波受信回路１２から受け取った受信信号に対して包絡線検波処
理、及び対数増幅処理等を施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモード
データ）を生成する。生成されたＢモードデータは、２次元的な超音波走査線（ラスタ）
上のＢモードＲＡＷデータとして不図示のＲＡＷデータメモリに記憶される。
【００２６】
　ドプラ処理機能１７２は、超音波受信回路１２から受け取った受信信号を周波数解析す
ることで、スキャン領域に設定されるＲＯＩ（Region Of Interest：関心領域）内にある
移動体のドプラ効果に基づく運動情報を抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する機能
である。具体的には、ドプラ処理機能１７２において処理回路１７は、例えば、移動体の
運動情報として、平均速度、平均分散値、平均パワー値等を、複数のサンプル点それぞれ
で推定したドプラデータを生成する。ここで、移動体とは、例えば、血流、心壁等の組織
、及び造影剤等である。本実施形態では、処理回路１７は、血流の運動情報（血流情報）
として、血流の平均速度、血流の平均分散値、血流の平均パワー値等を、複数のサンプル
点それぞれで推定したドプラデータを生成する。生成されたドプラデータは、２次元的な
超音波走査線上のドプラＲＡＷデータとして不図示のＲＡＷデータメモリに記憶される。
【００２７】
　処理回路１７は、ドプラ処理機能１７２を用い、カラーフローマッピング（ＣＦＭ：Co
lor Flow Mapping）法と称されるカラードプラ法を実行可能である。ＣＦＭ法では、超音
波の送受信が複数の走査線上で複数回行なわれる。ドプラ処理機能１７２において処理回
路１７は、同一位置のデータ列に対してＭＴＩ（Moving Target Indicator）フィルタを
掛けることで、静止している組織、又は動きの遅い組織に由来する信号（クラッタ信号）
を抑制し、血流に由来する信号を抽出する。そして、処理回路１７は、抽出した血流信号
から血流の速度、血流の分散、血流のパワー等の血流情報を推定する。
【００２８】
　解析機能１７３は、超音波スキャンの結果のうち、スキャン領域の中央部分に対応する
一部を解析する機能であり、解析部の一例である。具体的には、解析機能１７３において
処理回路１７は、例えば、スキャン領域の中央部分のドプラデータを解析することで、血
管と体表との間の距離を計算する。なお、処理回路１７は、スキャン領域の中央部分のＢ
モードデータを解析することで、血管と体表との間の距離を計算するようにしてもよい。
また、ドプラデータの解析と、Ｂモードデータの解析とを組み合わせ、血管と体表との間
の距離を計算するようにしてもよい。
【００２９】
　画像生成機能１７４は、Ｂモード処理機能１７１、及びドプラ処理機能１７２により生
成されたデータに基づき、画像データを生成する機能である。例えば、画像生成機能１７
４において処理回路１７は、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等に代表されるビデオ
フォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示用の画像データを生
成する。具体的には、処理回路１７は、ＲＡＷデータメモリに記憶されたＢモードＲＡＷ
データに対してＲＡＷ－ピクセル変換、例えば、超音波プローブ２０による超音波の走査
形態に応じた座標変換を実行することで、ピクセルから構成される２次元Ｂモード画像デ
ータを生成する。
【００３０】
　また、処理回路１７は、ＲＡＷデータメモリに記憶されたドプラＲＡＷデータに対して
ＲＡＷ－ピクセル変換を実行することで、血流情報が映像化された２次元ドプラ画像デー
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タを生成する。２次元ドプラ画像データは、速度画像データ、分散画像データ、パワー画
像データ、又はこれらを組み合わせた画像データを含む。
【００３１】
　また、処理回路１７は、生成した２次元Ｂモード画像データ、及び２次元ドプラ画像デ
ータに、種々のパラメータの文字情報、目盛り、及びボディマーク等を合成しても構わな
い。
【００３２】
　画像処理機能１７５は、２次元Ｂモード画像データ、及び２次元ドプラ画像データに対
し、所定の画像処理を施す機能である。具体的には、画像処理機能１７５において処理回
路１７は、例えば、画像生成機能１７４により生成された２次元Ｂモード画像データ、又
は２次元ドプラ画像データにおける複数の画像フレームを用いて輝度の平均値画像を再生
成する画像処理（平滑化処理）、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（エッジ強調処
理）等を実施する。
【００３３】
　表示制御機能１７６は、画像処理機能１７５で生成・処理された２次元Ｂモード画像デ
ータ、及び２次元ドプラ画像データの表示機器４０における表示を制御する機能である。
具体的には、表示制御機能１７６において処理回路１７は、例えば、２次元Ｂモード画像
データに、ドプラデータを収集するためのＲＯＩを表す表示を合成する。処理回路１７は
、入力装置５０から入力される操作者からの指示に従い、２次元Ｂモード画像データにお
ける対応する部位に、２次元ドプラ画像データを合成する。このとき、処理回路１７は、
操作者からの指示に従い、合成する２次元ドプラ画像データの不透明度を調整するように
してもよい。
【００３４】
　また、処理回路１７は、２次元ドプラ画像データが合成された２次元Ｂモード画像デー
タに、計測ライン、及び計測値を合成する。計測ラインは、スキャン領域の中央部分に位
置する走査線において、超音波プローブ２０の表面から血管中心までの線を表す。計測値
は、計測ラインにおける、超音波プローブ２０の表面から血管中心までの距離を表す。な
お、処理回路１７は、２次元Ｂモード画像データに、計測ライン、及び計測値を合成して
もよい。
【００３５】
　また、処理回路１７は、２次元Ｂモード画像データ、又は２次元ドプラ画像データが合
成された２次元Ｂモード画像データに対し、ダイナミックレンジ、輝度（ブライトネス）
、コントラスト、γカーブ補正、及びＲＧＢ変換等の各種処理を実行することで、画像デ
ータをビデオ信号に変換する。処理回路１７は、ビデオ信号を表示機器４０に表示させる
。なお、処理回路１７は、操作者が入力装置５０により各種指示を入力するためのユーザ
インタフェース（ＧＵＩ：Graphical User Interface）を生成し、ＧＵＩを表示機器４０
に表示させてもよい。表示機器４０としては、例えば、ＣＲＴディスプレイや液晶ディス
プレイ、有機ＥＬディスプレイ、ＬＥＤディスプレイ、プラズマディスプレイ、又は当技
術分野で知られている他の任意のディスプレイが適宜利用可能である。
【００３６】
　システム制御機能１７７は、超音波診断装置１の処理全体を制御する機能である。具体
的には、システム制御機能１７７において処理回路１７は、入力装置５０を介して操作者
から入力された各種設定要求、並びに、内部記憶回路１３から読み出した各種制御プログ
ラム、及び各種データに基づき、超音波送信回路１１、超音波受信回路１２、及び処理回
路１７の機能を制御する。
【００３７】
　例えば、処理回路１７は、超音波送信回路１１、及び超音波受信回路１２を制御するこ
とで、超音波プローブ２０に超音波スキャンを実行させる。具体的には、処理回路１７は
、例えば、ＣＦＭ法を実行するため、操作者からの指示に基づき、ドプラデータを収集す
るためのＲＯＩを設定する。処理回路１７は、超音波送信回路１１、及び超音波受信回路
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１２を制御することで、ＲＯＩにおけるドプラデータを収集するための超音波スキャンを
超音波プローブ２０に実行させる。また、処理回路１７は、超音波送信回路１１、及び超
音波受信回路１２を制御することで、ＲＯＩ以外の領域におけるＢモードデータを収集す
るための超音波スキャンを超音波プローブ２０に実行させる。
【００３８】
　次に、以上のように構成された超音波診断装置１を用いて中心静脈穿刺を実施する際の
超音波診断装置１の動作について説明する。
【００３９】
　まず、操作者である術者は、患者を穿刺に適した体位に載置する。患者を載置すると、
術者は、超音波プローブ２０を用いて静脈のプレスキャンを実施する。プレスキャンは、
Ｂモードデータの収集とドプラデータの収集するためのスキャンを含む。Ｂモードデータ
はスキャン領域について収集され、ドプラデータはスキャン領域内に設定されたＲＯＩに
ついて収集される。超音波プローブ２０から患者へ送信された超音波は、患者の体内組織
における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号として超音波プロ
ーブ２０で受信される。超音波受信回路１２は、超音波プローブ２０が受信した反射波信
号に対して各種処理を施し、受信信号を生成する。
【００４０】
　超音波診断装置１の処理回路１７は、Ｂモード処理機能１７１により、超音波受信回路
１２から受け取った受信信号に基づき、２次元的な超音波走査線上のＢモードＲＡＷデー
タを生成する。処理回路１７は、画像生成機能１７４により、ＢモードＲＡＷデータに対
してＲＡＷ－ピクセル変換を実行することで、２次元Ｂモード画像データを発生する。
【００４１】
　また、処理回路１７は、ドプラ処理機能１７２により、超音波受信回路１２から受け取
った受信信号に基づき、ＲＯＩ内の超音波走査線上のドプラＲＡＷデータを生成する。処
理回路１７は、画像生成機能１７４により、ドプラＲＡＷデータに対してＲＡＷ－ピクセ
ル変換を実行することで、２次元ドプラ画像データを発生する。処理回路１７は、表示制
御機能１７６により、発生した２次元Ｂモード画像データに２次元ドプラ画像データを合
成し、合成した画像データを断層画像として表示機器４０に表示させる。
【００４２】
　術者は、プレスキャンで表示される断層画像に基づいて動静脈を確認すると共に、静脈
が穿刺に適しているか否かを評価する。以下では、術者が穿刺部位として、内頸静脈を選
択する場合を例に説明する。なお、中心静脈穿刺の穿刺部位は、内頸静脈に限らず、鎖骨
下静脈、大腿静脈、及び上腕の尺側皮静脈のいずれかから選択されてもよい。術者は、表
示機器４０に表示された、スキャン領域に対応する断層画像を確認しながら、断層画像が
内頸静脈の短軸画像となり、内頸静脈が断層画像の中央部分に含まれるように、超音波プ
ローブを動かす。
【００４３】
　穿刺部位として内頸静脈を選択すると、例えば、術者は、超音波診断装置１に対し、穿
刺支援プログラムの実行を指示する。
【００４４】
　超音波診断装置１の処理回路１７は、上記指示に従って、内部記憶回路１３から穿刺支
援プログラムを読み出し、読み出したプログラムを実行する。なお、穿刺支援プログラム
は、プレスキャンのときから実行されていても構わない。
【００４５】
　図２は、図１に示される処理回路１７が穿刺を支援するための画像を表示する際の動作
の例を表すフローチャートである。図２に示される処理は、所定の周期、例えば、フレー
ム周期で実行される。
【００４６】
　画像処理プログラムを実行すると、処理回路１７は、例えば、解析機能１７３を実行す
る。解析機能１７３を実行すると処理回路１７は、スキャン領域の中央部分に位置するＮ
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本の超音波走査線上の平均パワー値を取得する（ステップＳ２１）。処理回路１７は、取
得したＮ本の超音波走査線上の平均パワー値について加算平均をとる（ステップＳ２２）
。処理回路１７は、加算平均したＭフレーム分の平均パワー値を保持し、保持したＭフレ
ーム分の平均パワー値のうち、最大値を出力する（ステップＳ２３）。処理回路１７は、
新たな平均パワー値の加算平均が算出されると、最も古い平均パワー値を削除し、新たな
平均パワー値を保持する。
【００４７】
　図３は、ＲＯＩ内の内頸静脈に対してステップＳ２１～Ｓ２３の処理を実施する際の模
式図の例を表す。図３によれば、スキャン領域の中央部分に位置する内頸静脈の中央を通
過する走査線上の平均パワー値が取得される。取得された平均パワー値は、中央の走査線
の両側に位置する、例えば２本ずつの走査線上の平均パワー値と加算平均がとられる。そ
して、Ｍフレーム中に加算平均された平均パワー値のうち、最大の平均パワー値が出力さ
れる。
【００４８】
　処理回路１７は、出力された平均パワー値が予め設定している閾値を超えるか否かを判
断する（ステップＳ２４）。出力された平均パワー値が閾値を超える場合（ステップＳ２
４のＹｅｓ）、処理回路１７は、出力された平均パワー値におけるピーク値を検出し、検
出したピーク値が測定される深さ方向のピーク位置を取得する（ステップＳ２５）。
【００４９】
　処理回路１７は、検出したピーク値からの減衰率が予め設定された値Ｔ［ｄＢ］以下の
サンプルを、出力された平均パワー値から抽出する（ステップＳ２６）。なお、サンプル
を抽出する際の基準は、減衰率に限定されない。減衰幅が予め設定した値以下のサンプル
を抽出するようにしてもよい。処理回路１７は、抽出したサンプルが連続する範囲を、「
血流エリア」と判定する（ステップＳ２７）。処理回路１７は、超音波プローブ２０の表
面、つまり体表から「血流エリア」の中心位置までの距離（深さ）を算出する（ステップ
Ｓ２８）。
【００５０】
　図４は、ＲＯＩ内の内頸静脈について取得した平均パワー値に対してステップＳ２５～
Ｓ２８の処理を実施する際の模式図の例を表す。図４によれば、出力された平均パワー値
におけるピーク値が検出される。検出されたピーク値から減衰率Ｔ［ｄＢ］以下のサンプ
ルが、出力された平均パワー値から抽出され、「血流エリア」と判定される。そして、「
血流エリア」の中心位置までの距離が算出される。
【００５１】
　なお、穿刺部位によっては、図５に示されるように、スキャン領域の中央部分に位置す
る走査線上に複数の血管が含まれる場合がある。図５に示されるように血管が配置される
場合、例えば、図６に示される平均パワー値が、ステップＳ２３の処理により出力される
。図６に示される平均パワー値が出力される場合、ステップＳ２５～Ｓ２７の処理により
、血流エリア１、及び血流エリア２が抽出される。血流エリアを複数抽出すると処理回路
１７は、超音波プローブ２０の表面に近い方を計測対象として採用する。すなわち、血流
エリア１を計測対象とし、血流エリアの中心位置までの距離を算出する。
【００５２】
　なお、処理回路１７の解析機能１７３による血流エリアの抽出は、ドプラデータを利用
するものに限定されない。たとえば、解析機能１７３において、Ｂモードデータを利用し
て血流エリアが抽出されても構わない。例えば、図７に示されるＢモード画像が表示機器
４０に表示されているとする。このとき、処理回路１７は、スキャン領域の中央に位置す
るＮ本の超音波走査線上の輝度値を取得する。処理回路１７は、取得したＮ本の超音波走
査線上の輝度値について加算平均をとる。
【００５３】
　血管壁部分における輝度値は、他の部位の輝度値よりも高く、血管内の輝度値は、他の
部位の輝度値よりも低い。処理回路１７は、加算平均した輝度値において、高輝度から低
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輝度へ遷移するパターン、及び低輝度から高輝度へ遷移するパターンを検出することで、
血流エリアを抽出する。
【００５４】
　図８は、図７に示されるＢモードの短軸画像に基づいて出力される輝度値の例を表す模
式図である。図８によれば、血管壁部分における輝度値は、他の部位の輝度値よりも高く
、血管内の輝度値は、他の部位の輝度値よりも低くなっている。処理回路１７は、出力さ
れた輝度値において、高輝度から低輝度へ遷移するパターン、及び低輝度から高輝度へ遷
移するパターンを検出する。これにより、出力された輝度値から、血流エリア１、及び血
流エリア２が抽出される。処理回路１７は、超音波プローブ２０の表面、つまり体表から
、体表により近い血流エリア１の中心位置までの距離を算出する。
【００５５】
　また、解析機能１７３による血流エリアの抽出は、ドプラデータを利用する解析と、Ｂ
モードデータを利用する解析とが組み合わされて実施されてもよい。例えば、処理回路１
７は、ドプラデータを利用して取得した血流エリアと、Ｂモードデータを利用して取得し
た血流エリアとが一致する場合、その血流エリアについての中心位置を取得する。
【００５６】
　「血流エリア」の中心位置までの距離を算出すると、処理回路１７は、表示制御機能１
７６を実行する。表示制御機能１７６を実行すると処理回路１７は、２次元Ｂモード画像
データに２次元ドプラ画像データを合成した断層画像に、計測ライン、及び計測値を合成
する（ステップＳ２９）。計測ラインは、スキャン領域の中央部分に位置する走査線にお
いて、超音波プローブ２０の表面からステップＳ２８で算出した中心位置までをつなぐ線
を表す。計測値は、超音波プローブ２０の表面からステップＳ２８で算出した中心位置ま
での距離を表す。
【００５７】
　図９は、図１に示される表示機器４０に表示される断層画像の例を表す図である。図９
によれば、ＲＯＩ表示Ｒ１内に内頸静脈についてのドプラ画像Ｉ１が表示されている。そ
して、ドプラ画像Ｉ１の中心から超音波プローブ２０の表面までが計測ラインＬ１により
表示され、計測ラインＬ１と交わる超音波プローブ２０の表面直上には計測値Ｖ１が表示
されている。
【００５８】
　なお、図９では、ドプラ画像Ｉ１の不透明度が高い状態での表示例を表している。一方
で、穿刺針の針先をＢモード画像で確認したい場合には、ドプラ画像を合成しない、又は
ドプラ画像の不透明度を下げるようにしてもよい。図１０は、ドプラ画像を合成しない場
合の表示機器４０の表示例を表す模式図である。図１０によれば、ＲＯＩ表示Ｒ１内に表
示されるＢモードの短軸画像の中心から超音波プローブ２０の表面までの線を表す計測ラ
インＬ１が表示され、計測ラインＬ１と交わる超音波プローブ２０の表面直上に計測値Ｖ
１が表示されている。
【００５９】
　ステップＳ２４において、出力された平均パワー値が閾値を超えない場合（ステップＳ
２４のＮｏ）、処理回路１７は、計測ライン、及び計測値の合成を停止し（ステップＳ２
１０）、処理を終了させる。
【００６０】
　断層画像上に表示される、計測ライン、及び計測値を確認すると、術者は、表示に従い
、被検体に穿刺針を刺す。このとき、術者は、被検体の体表において、計測値により把握
される距離と同一距離だけ超音波プローブ２０から離れた位置に、血管の走行に沿って皮
膚に対して４５度の角度で穿刺針を刺す。これにより、術者は、狙った血管に穿刺するこ
とが可能となる。なお、穿刺角度を４５度以外、例えば、６０度、及び３０度としたい場
合には、穿刺角度に応じた距離だけ超音波プローブ２０から離れた位置に穿刺針を刺す。
【００６１】
　以上のように、第１の実施形態では、超音波プローブ２０は、被検体内のスキャン領域
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について超音波スキャンを実施する。超音波診断装置１の処理回路１７は、超音波スキャ
ンの結果のうち、スキャン領域の中央部分に対応する一部を解析することで、中央部分に
含まれる血管と体表との間の距離を計算する。そして、処理回路１７は、計算した距離を
リアルタイムに表示機器４０に表示させるようにしている。これにより、超音波診断装置
１は、術者が穿刺深さを見誤ることを防ぐことが可能となる。
【００６２】
　また、第１の実施形態では、処理回路１７は、スキャン領域の中央部分に位置する走査
線上のドプラデータを利用して血管と体表との間の距離を計算するようにしている。これ
により、超音波診断装置１は、血管と体表との間の距離を正確に計算することが可能とな
る。
【００６３】
　また、第１の実施形態では、処理回路１７は、超音波プローブ２０の中心と血管中心と
を結ぶ計測ラインを、表示機器４０に表示させるようにしている。これにより、超音波診
断装置１は、超音波プローブ２０の中心と血管とがずれたまま穿刺が実施されるのを防ぐ
ことが可能となる。
【００６４】
　また、第１の実施形態では、処理回路１７は、取得した平均パワー値が予め設定した値
より小さい場合、計測ライン、及び計測値を表示機器４０に表示させないようにしている
。これにより、スキャン領域の中央部分に血管が含まれていない場合、計測ライン、及び
計測値が表示機器４０に表示されないようになる。このため、超音波診断装置１は、超音
波プローブ２０の中心と、血管とがずれていることを術者へ伝えることが可能となる。
【００６５】
　なお、第１の実施形態に関わる超音波診断装置１は、上記に限定される訳ではない。例
えば、上記実施形態では、処理回路１７が、スキャンコンバージョン前のＢモードデータ
、ドプラデータ、及びこれらのうち少なくとも一方のデータを使用して血管と体表との間
の距離を計算する場合を例に説明した。しかしながら、これに限定されない。処理回路１
７は、ビデオフォーマットの走査線信号列に、スキャンコンバージョンされたＢモードデ
ータ、ドプラデータ、及びこれらのうち少なくとも一方のデータを使用して血管と体表と
の間の距離を計算しても構わない。
【００６６】
　また、上記実施形態では、断層画像、又はＢモード画像に計測値が合成される場合を例
に説明した。しかしながら、これに限定されない。処理回路１７は、例えば、計測値に代
えて、又は計測値と共に、血管と体表との間の距離に基づいて算出される数値を合成して
も構わない。血管と体表との間の距離に基づいて算出される数値は、例えば、穿刺に要す
る穿刺針の長さである。図１１は、計測値と共に穿刺針長が表示される場合の表示機器４
０の表示例を表す模式図である。図１１によれば、計測値Ｖ１と並列して穿刺針長Ｖ２が
表示されている。穿刺針長は、例えば、皮膚に対して４５度の角度で穿刺針を刺す場合、
図１２で示されるように、血管と体表との間の距離に√２をかけた値となる。また、皮膚
に対して６０度の角度で穿刺針を刺す場合、穿刺針長は、図１３で示されるように、血管
と体表との間の距離に２／√３をかけた値となる。また、皮膚に対して３０度の角度で穿
刺針を刺す場合、穿刺針長は、図１４で示されるように、血管と体表との間の距離に２を
かけた値となる。
【００６７】
　また、上記実施形態では、超音波プローブ２０に、オフセット処理、及び超音波画像の
フリーズ等の際に押下されるボタンが配置される例を説明した。しかしながら、超音波プ
ローブ２０に設けられるボタンは、これらに限定されない。例えば、超音波プローブ２０
には、断層画像、又はＢモード画像に対し、計測値、及び計測ラインを合成するか否かを
切り替える切替ボタンが設けられてもよい。例えば、術者は、計測値、及び計測ラインの
表示が不要となった場合に切替ボタンを押下することで、断層画像、又はＢモード画像に
表示されている計測値、及び計測ラインを非表示とすることが可能となる。
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【００６８】
　また、超音波プローブ２０には、断層画像、又はＢモード画像に表示されている計測値
、及び計測ラインを表示のまま保持させるための保持ボタンが設けられていてもよい。例
えば、術者は、血流の拍動性が大きいために血管中心の検出が安定しない等の場合、保持
ボタンを押下することで、押下時点の計測値、及び計測ラインの表示を画面上に保持させ
ることが可能となる。超音波プローブ２０には、保持ボタンと共に、画面上に保持させた
表示を解除するための解除ボタンが設けられていても構わない。
【００６９】
　（その他の実施例）　
　第１の実施形態では、超音波プローブ２０が、一次元アレイリニアプローブである場合
を例に説明した。しかしながら、これに限定されない。超音波プローブ２０は、複数の超
音波振動子が二次元マトリックス状に配列されたプローブである、二次元アレイリニアプ
ローブ、特に二次元アレイリニアプローブであっても構わない。このとき、処理回路１７
は、Ｂモード処理機能１７１により、超音波受信回路１２から受け取った３次元の受信信
号に基づき、３次元的な超音波走査線上のＢモードＲＡＷデータを生成する。また、処理
回路１７は、ドプラ処理機能１７２により、超音波受信回路１２から受け取った３次元の
受信信号に基づき、３次元的な超音波走査線上のドプラＲＡＷデータを生成する。
【００７０】
　処理回路１７は、解析機能１７３により、例えば、超音波スキャンの結果のうち、３次
元のスキャン領域の中央部分に対応する一部を解析する。具体的には、処理回路１７は、
例えば、３次元のスキャン領域の中央部分の走査線上のドプラデータを解析することで、
血管と体表との間の距離を計算する。なお、処理回路１７は、３次元のスキャン領域の中
央部分のＢモードデータを解析することで、血管と体表との間の距離を計算するようにし
てもよい。また、処理回路１７は、解析機能１７３を、画像生成機能１７４によるスキャ
ンコンバージョン後に実行しても構わない。
【００７１】
　処理回路１７は、画像生成機能１７４により、３次元のＢモードＲＡＷデータに対して
ＲＡＷ－ボクセル変換を実行することで、所望の範囲のボクセルから構成される３次元の
Ｂモード画像データを生成する。また、処理回路１７は、画像生成機能１７４により、３
次元のドプラＲＡＷデータに対してＲＡＷ－ボクセル変換を実行することで、所望の範囲
のボクセルから構成される３次元のドプラ画像データを生成する。
【００７２】
　処理回路１７は、内部記憶回路１３に記憶されているプログラムを実行することで、画
像処理機能をさらに実現する。画像処理機能において処理回路１７は、３次元のＢモード
画像データ、及び３次元のドプラ画像データを、表示機器４０にて２次元表示するための
レンダリング処理を実施する。レンダリング処理には、例えば、ボリュームレンダリング
処理、サーフェスレンダリング処理、及び多断面変換処理（ＭＰＲ：Multi Planar Recon
struction）等が含まれる。
【００７３】
　処理回路１７は、例えば、入力装置５０を介してバイプレーンモードの設定が指示され
ると、３次元のＢモード画像データ、及び３次元のドプラ画像データに基づき、プレーン
Ａについての第１断面画像と、プレーンＡに対して直交するプレーンＢについての第２断
面画像とを生成する。本実施形態において、プレーンＡは、超音波プローブ２０の超音波
振動子の配列方向に形成される面であり、第１断面画像には血管の短軸画像が表示される
。プレーンＢは、超音波プローブ２０の超音波振動子の配列方向に対して垂直の面であり
、第２断面画像には血管の長軸画像が表示される。
【００７４】
　そして、処理回路１７は、表示制御機能１７６により、例えば、第１断面画像と第２断
面画像とを並列表示させる共に、第１断面画像に、ＲＯＩを表す表示と、超音波プローブ
２０の表面から血管中心までの線を表す第１計測ラインとを合成する。また、処理回路１
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７は、例えば、第２断面画像に、第１計測ラインと対応する第２計測ラインと、この第２
計測ラインと交差して穿刺針の挿入経路を表すガイドラインとを合成する。ガイドライン
は、例えば、第２計測ラインと、穿刺針の穿刺角度との関係から求められる。また、処理
回路１７は、例えば、第１断面画像と第２断面画像との間に、第１計測ライン、及び第２
計測ラインにおける、超音波プローブ２０の表面から血管中心までの距離を表す計測値を
表示させる。
【００７５】
　図１５は、バイプレーンモードにおける表示機器４０の表示例を表す模式図である。図
１５によれば、プレーンＡの第１断面画像Ｉ２では、ＲＯＩ表示Ｒ１内に表示されるＢモ
ードの短軸画像の中心から超音波プローブ２０の表面までの線を表す第１計測ラインＬ１
が表示されている。また、プレーンＢの第２断面画像Ｉ３では、第１計測ラインＬ１に対
応する第２計測ラインＬ２と、第２計測ラインＬ２と交差して穿刺針の挿入経路を表すガ
イドラインＬ３とが表示されている。また、第１断面画像Ｉ２と第２断面画像Ｉ３との間
には、計測値Ｖ１が表示されている。
【００７６】
　なお、図１５では、第１断面画像Ｉ２、及び第２断面画像Ｉ３において、ドプラ画像が
合成されていない場合を例に示している。しかしながら、これに限定されない。処理回路
１７は、表示制御機能１７６により、第１断面画像Ｉ２、及び第２断面画像Ｉ３において
、Ｂモード画像にドプラ画像を合成しても構わない。
【００７７】
　また、バイプレーンモードで表示されるプレーンＢは、超音波プローブ２０の超音波振
動子の配列方向に対して垂直の面に限定されない。処理回路１７は、例えば、穿刺針が被
検体内を進行する方向に沿った面をプレーンＢとしても構わない。
【００７８】
　具体的には、例えば、処理回路１７は、画像処理機能により、プレーンＡと直交する面
、及びこの面に対して所定の角度だけ傾いている複数の面についてそれぞれ断面画像を生
成する。
【００７９】
　処理回路１７は、解析機能１７３により、生成した複数の断面画像それぞれにおいて、
プレーンＡの第１断面画像に合成された第１計測ラインと対応する第２計測ラインを設定
する。処理回路１７は、複数の断面画像それぞれにおいて、第２計測ラインと交差して穿
刺針の挿入経路を表すガイドラインを設定する。処理回路１７は、複数の断面画像それぞ
れにおいて、設定したガイドライン上の輝度の総和を計算する。処理回路１７は、輝度の
総和が最大となる断面画像が得られた面をプレーンＢとする。
【００８０】
　図１６、及び図１７は、プレーンＢの設定角度を補正する場合の例を表す模式図である
。図１６、及び図１７では、プレーンＢにおける第２断面画像Ｉ３、及び角度アイコン画
像Ｉ４が表示されている。図１６は、プレーンＢの設定角度を補正する前、すなわち、プ
レーンＢがプレーンＡに対して直交している場合の第２断面画像Ｉ３、及び角度アイコン
画像Ｉ４を表す。図１７は、プレーンＢの設定角度を補正した後、すなわち、プレーンＢ
がプレーンＡに対して９０度＋Ｘ度だけ傾いている場合の第２断面画像Ｉ３、及び角度ア
イコン画像Ｉ４を表す。
【００８１】
　処理回路１７は、例えば、プレーンＡと直交する面、及びこの面に対して±Ｘ度だけ傾
いている複数の面についてそれぞれ断面画像を生成する。処理回路１７は、生成した複数
の断面画像それぞれにおいて、ガイドラインＬ３を設定し、設定したガイドラインＬ３上
の輝度の総和を計算する。処理回路１７は、輝度の総和が最大となる断面画像が得られた
、Ｘ度をプレーンＢの補正角とする。
【００８２】
　なお、図１６、及び図１７では、第２断面画像Ｉ３において、ドプラ画像が合成されて
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いない場合を例に示している。しかしながら、これに限定されない。処理回路１７は、表
示制御機能１７６により、第２断面画像Ｉ３において、Ｂモード画像にドプラ画像を合成
しても構わない。
【００８３】
　上記第１の実施形態では、Ｂモード画像にドプラ画像を合成する場合、生成したドプラ
画像を合成する例を説明した。しかしながら、これに限定されない。Ｂモード画像に合成
されるドプラ画像は一部のカラー表示が排除されていても構わない。
【００８４】
　具体的には、例えば、Ｂモードで表される血管の短軸画像に、不透明度が低下されたド
プラ画像が合成されているとする。処理回路１７は、解析機能１７３により、短軸画像に
おいて予め設定した輝度を超える高輝度の物体を検出したか否かを判断する。ここで、予
め設定した輝度を超える高輝度の物体は、例えば、穿刺により血管中心に到達した穿刺針
の針先を表す。短軸画像に針先を検出すると、処理回路１７は、表示制御機能１７６によ
り、検出した針先を中心とした所定の範囲において、合成されているドプラ画像のカラー
表示を排除する。
【００８５】
　図１８は、針先周囲のドプラ画像のカラー表示が排除された場合の表示例を表す模式図
である。図１８によれば、短軸画像の中心近傍に出現した高輝度物体、すなわち、穿刺針
の針先の周囲においてドプラ画像のカラー表示が排除されている。
【００８６】
　（第２の実施形態）　
　第１の実施形態では、針ナビゲーションシステムに対応していない超音波診断装置１を
例に説明した。第２の実施形態では、針ナビゲーションシステムに対応している超音波診
断装置１ａについて説明する。
【００８７】
　図１９は、第２の実施形態に係る超音波診断装置１ａの構成例を示すブロック図である
。図１９に示されるように、超音波診断装置１ａは、装置本体１０ａ、超音波プローブ２
０、及び位置センサシステム６０を備える。
【００８８】
　位置センサシステム６０は、超音波プローブ２０、及び穿刺針の３次元の位置情報を取
得するためのシステムである。位置センサシステム６０は、例えば、磁気発生器６１、位
置センサ６２、及び位置検出装置６３を備える。磁気発生器６１は、例えば磁気発生コイ
ル等を有する。磁気発生器６１は、任意の位置に配置され、自器を中心として外側に向か
って磁場を形成する。
【００８９】
　位置センサ６２は、例えば、磁気センサであり、磁気発生器６１によって形成される３
次元の磁場の強度、及び傾きを検出する。位置センサ６２は、超音波プローブ２０、及び
穿刺針に装着される。位置センサ６２は、検出した磁場の強度、及び傾きを位置検出装置
６３へ出力する。
【００９０】
　位置検出装置６３は、位置センサ６２で検出された磁場の強度、及び傾きに基づき、所
定の位置を原点とした３次元空間における超音波プローブ２０、及び穿刺針の位置を算出
する。このとき、所定の位置は、例えば、磁気発生器６１が配置される位置とする。位置
検出装置６３は、算出した位置に関する位置情報を装置本体１０ａへ送信する。
【００９１】
　通信インタフェース１６ａは、ネットワーク１００等を介して外部装置３０と接続され
、外部装置３０との間でデータ通信を行う。また、通信インタフェース１６ａは、位置検
出装置６３から送信される、超音波プローブ２０の位置情報、及び穿刺針の位置情報を受
信する。
【００９２】
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　超音波診断装置１ａの処理回路１７ａは、内部記憶回路１３に記憶されているプログラ
ムを実行することで、当該プログラムに対応する機能を実現する。処理回路１７ａは、例
えば、支援画像生成機能１７８をさらに有する。
【００９３】
　支援画像生成機能１７８は、位置センサシステム６０により取得された超音波プローブ
２０と穿刺針との相対的な位置関係に基づき、支援画像を生成する機能である。具体的に
は、支援画像生成機能１７８において処理回路１７ａは、解析機能１７３により算出され
た血管中心と体表との間の距離に基づき、穿刺針の挿入位置を算出する。処理回路１７ａ
は、超音波プローブ２０、血管中心、穿刺針の挿入位置、及び現在の穿刺針の位置を表す
支援画像を生成する。
【００９４】
　図２０は、支援画像生成機能１７８により生成される支援画像の例を表す模式図である
。図２０によれば、超音波プローブ２０、血管中心、及び穿刺針の挿入位置が表示される
と共に、穿刺前の穿刺針の位置を表すガイドグラフィックが表示されている。この表示に
より、術者は、穿刺針を刺す前に、現在の穿刺針の位置、及び穿刺針の角度を確認するこ
とが可能となる。
【００９５】
　図２１は、支援画像生成機能１７８により生成される支援画像のその他の例を表す模式
図である。図２１によれば、超音波プローブ２０、血管中心、及び穿刺針の挿入位置が表
示されると共に、穿刺中の穿刺針の位置を表すガイドグラフィックが表示されている。こ
の表示により、術者は、穿刺針を刺している最中において、穿刺針の進行方向、及び刺さ
っている針の長さを確認することが可能となる。なお、図２１において、血管中心、すな
わち、ターゲットまでの残り距離を表示するようにしても構わない。
【００９６】
　針ナビゲーションシステムに対応している超音波診断装置１ａでは、例えば、以下のよ
うに処理することで、Ｂモード画像に合成されるドプラ画像の一部のカラー表示を排除可
能である。すなわち、処理回路１７ａは、例えば、解析機能１７３により、位置センサシ
ステム６０から送信される超音波プローブ２０と穿刺針との相対的な位置関係に基づき、
穿刺針の針先が血管中心に到達したか否かを判断する。穿刺針の針先が血管中心に到達す
ると、処理回路１７ａは、表示制御機能１７６により、針先の位置を中心とした所定の範
囲において、Ｂモードで表示される血管画像に合成されているドプラ画像のカラー表示を
排除する。
【００９７】
　図２２は、針先の位置を中心とした所定範囲のドプラ画像のカラー表示が排除された場
合の表示例を表す模式図である。図２２によれば、短軸画像の中心近傍に到達した穿刺針
の針先の周囲においてドプラ画像のカラー表示が排除されている。
【００９８】
　以上のように、第２の実施形態では、超音波プローブ２０は、被検体内のスキャン領域
について超音波スキャンを実施する。超音波診断装置１ａの処理回路１７ａは、超音波ス
キャンの結果のうち、スキャン領域の中央部分に対応する一部を解析することで、中央部
分に含まれる血管と体表との間の距離を計算する。そして、処理回路１７ａは、計算した
距離をリアルタイムに表示機器４０に表示させる。また、処理回路１７ａは、位置センサ
システム６０により取得された超音波プローブ２０と穿刺針との相対的な位置関係、及び
計算した距離に基づき、支援画像を生成するようにしている。これにより、超音波診断装
置１ａは、術者が穿刺深さを見誤ることを防ぐと共に、穿刺針を挿入する位置、及び角度
を術者に確認させることが可能となる。
【００９９】
　以上説明した少なくとも一つの実施形態によれば、超音波診断装置１，１ａは、より簡
便かつ安全に、術者に穿刺術を実施させることができる。
【０１００】
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　実施形態の説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰＵ（centra
l processing unit）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）、或いは、特定用途向け集
積回路（Application Specific Integrated Circuit：ＡＳＩＣ））、プログラマブル論
理デバイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple Programmable Logic De
vice：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex Programmable Logic Dev
ice：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field Programmable Ga
te Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは記憶回路に保存されたプログ
ラムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、記憶回路にプログラムを保存する
代わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組み込むよう構成しても構わない。こ
の場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラムを読み出し実行することで機能を
実現する。なお、上記各実施形態の各プロセッサは、プロセッサごとに単一の回路として
構成される場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて１つのプロセッサとして構
成し、その機能を実現するようにしてもよい。さらに、上記各実施形態における複数の構
成要素を１つのプロセッサへ統合してその機能を実現するようにしてもよい。
【０１０１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更、組み合わせを行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれるものである。
【符号の説明】
【０１０２】
　１，１ａ…超音波診断装置
１０，１０ａ…装置本体
１１…超音波送信回路
１２…超音波受信回路
１３…内部記憶回路
１４…画像メモリ
１５…入力インタフェース
１６，１６ａ…通信インタフェース
１７，１７ａ…処理回路
１７１…Ｂモード処理機能
１７２…ドプラ処理機能
１７３…解析機能
１７４…画像生成機能
１７５…画像処理機能
１７６…表示制御機能
１７７…システム制御機能
１７８…支援画像生成機能
２０…超音波プローブ
３０…外部装置
４０…表示機器
５０…入力装置
６０…位置センサシステム
６１…磁気発生器
６２…位置センサ
６３…位置検出装置
１００…ネットワーク
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